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令和４年２月 加茂市長定例記者会見 

Ｒ４．２．２（水） １０：００ 

 

 

 

１ 新型コロナウイルスワクチンの追加接種について 

 

新型コロナウイルスワクチンの追加接種の集団接種を 2月 9日から開始い

たします。また、高齢者施設の入所者及び従事者については、2 月 1 日から

順次接種を開始しています。 

 また、かかりつけ医などで接種を行う個別接種については、2 月 7 日より

予約を開始します。接種開始日は 3月 1日以降で、協力いただける各医療機

関が設定した日から順次開始いたします。接種券が届いた方から予約できま

すが、個別接種を希望する 65歳以上の方は、集団接種の予約が入っています

ので、コールセンターへお電話をいただくかインターネット、市役所健康福

祉課の窓口で集団接種の予約を取消す必要があります。個別接種はインター

ネットでの予約はできませんのでご注意ください。 

 加茂市では、国の接種間隔の前倒し方針に基づき、接種日や 1日あたりの

接種枠を追加し、ワクチン接種を希望される方全員が 5 月末までに接種を終

えることができるよう進めてまいります。 

 

 

 

２ 住民税非課税世帯等に対しての臨時福祉給付金の支給について 

 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、困難に直面する世帯が、

速やかに生活支援を受けられるよう、令和 3年度の住民税非課税世帯及び家
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計急変世帯に対し、1世帯あたり 10万円の現金を支給いたします。 

 支給対象世帯は令和 3年 12月 10日において、同一の世帯に属する方全員

が地方税法に規定される令和 3 年度分の住民税均等割が非課税である世帯と、

令和 3年 1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、

同一の世帯に属する方全員の住民税均等割が非課税である世帯、同様の事情

にあると認められた世帯で、約 3,200世帯へ支給する見込みです。ひとり暮

らしの学生など、住民税が課税されている方の扶養親族等で構成される場合

は対象外となります。 

 住民税非課税世帯の方には、2 月 20 日頃に確認書を発送いたしますので、

必要事項を記入のうえ返送してください。家計急変世帯の方は申請が必要と

なります。申請書は、2月 20日頃から市のホームページからダウンロードで

きるほか、健康福祉課の窓口でも配布いたしますので必要事項を記入のうえ

申請してください。受付後、振込口座が確認でき次第、3 月 4 日から順次支

給を開始いたします。 

 

 

３ 新型コロナウイルス感染者生活支援事業の実施について 

 

新型コロナウイルス感染症により自宅療養される方に食糧支援を実施しま

す。 

 対象者は、新型コロナウイルス感染症と診断され自宅療養となった方と、

濃厚接触により自宅療養となった方です。 

 支援内容は、対象者に 7日分の食糧を配送支援し、Ａプランは 7日間毎日、

お昼と夕方にそれぞれ日替わり弁当を配送するプランで、Ｂプランは 7 日間

毎日、お昼に日替わり弁当を配送し、その他 7 食分のご飯パックやカップラ

ーメン、レトルト食品、野菜ジュース、インスタント味噌汁を配送するプラ

ンで、いずれかからお選びいただきます。 



 

 

3 

 

 配送方法は、感染症予防対策の観点から対面での受け渡しを避けるため、

ご連絡いただいた住所宅の玄関先に置き配とします。製造業者が配送いたし

ますが、個人情報の取扱いには十分に注意いたします。 

 申込方法は、電話で健康福祉課に申し込みをしていただき、受付時間は土

曜、日曜、祝日を除いた平日の午前 9時から午後 5時までで、申込日の翌日

から配送いたします。実施期間は 2月 7日から当面の間となります。問い合

わせは健康福祉課までお願いいたします。 

 

 

４ 加茂市職員の新型コロナウイルス感染について 

 

 勤務場所は加茂文化会館で、この職員以外に体調不良を訴えている職員は

おらず、濃厚接触にあたる職員もおりません。また、ご家族の濃厚接触者も

おりません。検査の結果が判明したのは 2月 1日でした。 

 当該職員は１月 28 日に体調がすぐれないことから、かかりつけの医院を

受診しました。その後１月 31日になっても症状が改善されないため、再度受

診し、抗原検査を受けました。 

 その結果、陽性が疑われたため、夕方保健所の指導により PCR 検査を受診

し、昨日検査結果が判明いたしました。 

 本人は 28 日以降市民の方とは接触しておらず、他の職員との接触もほと

んどありませんでした。施設については、1月 31日の午後に消毒を行い、休

館等は行なわず、通常通り業務を行っています。 

 今後は感染防止対策をこれまで以上に徹底し、市民の皆さんが安心して施

設を利用できるよう努めてまいります。 
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５ 新型コロナウイルス感染症 濃厚接触者への連絡方法について 

 

新潟県では、新型コロナウイルス感染者の急増に伴い、医療機関や保健所

等の業務がひっ迫している状況です。このままでは、中等症・重症リスクの

ある方に必要な医療措置を提供することができなくなってしまう恐れがある

ため、県では一時的に検査対象を限定することとしました。それに伴い、感

染者ご自身が濃厚接触したと考えられる友人等に対して、濃厚接触者に当た

ることなどを連絡するよう、県が感染者に対してお願いしています。 

 加茂市では、県からのお知らせに基づき、新型コロナウイルスに感染した

方が取るべき行動や、濃厚接触者になったという連絡を受けた方が取るべき

行動などをまとめた文書を、昨日、全戸に配布いたしました。 

 感染した方、濃厚接触者となった方は、これに沿った行動をしていただく

ようお願いいたします。 

 また、感染した方は、感染の可能性がある期間内に公共施設を利用してい

た場合は、必ずその施設に連絡をしてくださるようお願いいたします。その

場合は、市と教育委員会、施設で協議し、濃厚接触者の特定を行います。 

 加茂市は、今後も困難な状況にある人や事業所の支援を行ってまいります。

皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 






